
規 則

告 示

�愛媛県規則第５７号
愛媛県会計規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２１年１２月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県会計規則の一部を改正する規則

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（履行の終了通知）

第１６２条 契約担当者は、契約の相手方が契約の目的たる給付を終

了したときは、その旨を書面により通知させなければならない。

（履行の終了通知）

第１６２条 契約担当者は、契約の相手方が契約の目的たる給付を終

了したときは、その旨を書面により通知させなければならない。

ただし、工事の請負契約以外の契約で契約金額が３０万円を超えな

いものにあつては、この限りでない。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県告示第１４７４号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成２１年１２月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

発 行 愛 媛 県
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�愛媛県告示第１４７５号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、次のとおり指定居宅介護支援事業者を指定した。

平成２１年１２月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４７６号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

平成２１年１２月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４７７号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり指定居宅サービス事業を廃止

する旨の届出があった。

平成２１年１２月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４７８号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定により、指定居宅介護支援事業者から次のとおり指定居宅介護支援事業を廃止

する旨の届出があった。

平成２１年１２月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社アリュミューズ ヘルパーステーションサライ 愛媛県松山市萱町二丁目４番地７ 平成２１年１０月１日 訪問介護

新居浜医療生活協同組合 ヘルパーステーション野の花 愛媛県新居浜市南小松原町８番６８号 平成２１年１０月１日 訪問介護

指定居宅介護支援事業者の名称
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

指定年月日 サービスの種類
名 称 所 在 地

社会福祉法人はぴねす福祉会 居宅介護支援事業所若水館 愛媛県新居浜市若水町一丁目９番１３号 平成２１年１０月１日 居宅介護支援

有限会社デイサービスセンターふれん
ど 指定居宅介護支援事業所ふれんど 愛媛県新居浜市萩生２８９６番地２ 平成２１年１０月１日 居宅介護支援

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社アリュミューズ ヘルパーステーションサライ 愛媛県松山市萱町二丁目４番地７ 平成２１年１０月１日 介護予防訪問介護

株式会社サム 介護予防デイサービスサム 愛媛県新居浜市政枝町二丁目４番２１号 平成２１年１０月１日 介護予防通所介護

新居浜医療生活協同組合 ヘルパーステーション野の花 愛媛県新居浜市南小松原町８番６８号 平成２１年１０月１日 介護予防訪問介護

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

モリヤマ商機株式会社 モリヤマ商機株式会社介護・環境・健
康事業部 愛媛県松山市古川北一丁目２２番２７号 平成２１年１０月３０日 特定福祉用具販売

愛 媛 県 報平成２１年１２月４日 第２１２３号

１０４９
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�愛媛県告示第１４８０号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、

次のように保安林の指定を解除する。

平成２１年１２月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除に係る保安林の所在場所

今治市玉川町摺木字側尻八ヶ谷乙４２の２、乙４２の３

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

ダム用地とするため

�������
�愛媛県告示第１４８１号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、

次のように保安林の指定を解除する。

平成２１年１２月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除に係る保安林の所在場所

新居浜市大永山字須領スズ尾３４４の９５

２ 保安林として指定された目的

水源のかん養

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第１４８２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項の規定

により、四国中央市三島土地改良区から次のとおり土地改良事業の

工事が完了した旨の届出があった。

平成２１年１２月４日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

�������
�愛媛県告示第１４８３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項の規定

により、四国中央市土居町土地改良区から次のとおり土地改良事業

の工事が完了した旨の届出があった。

平成２１年１２月４日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

�愛媛県告示第１４７９号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５第２項の規定により、指定介護予防サービス事業者から次のとおり指定介護予防サー

ビス事業を廃止する旨の届出があった。

平成２１年１２月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４８４号
河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１７条第１項の規定により、堤防と道路との兼用工作物の管理の方法について、次のとおり協議が成立

した。

その関係図書は、愛媛県庁及び東予地方局建設部に備え置いて縦覧に供する。

平成２１年１２月４日

指定居宅介護支援事業者の名称
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

廃止年月日 サービスの種類
名 称 所 在 地

医療法人青峰会 真網代居宅介護支援事業所 愛媛県八幡浜市真網代２２９－５ 平成２１年９月３０日 居宅介護支援

伊方町 伊方町 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦１９９３番地１ 平成２１年９月３０日 居宅介護支援

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

モリヤマ商機株式会社 モリヤマ商機株式会社介護・環境・健
康事業部 愛媛県松山市古川北一丁目２２番２７号 平成２１年１０月３０日 特定介護予防福祉

用具販売

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

県単独補助土地改良事業（か
んがい排水） 宮西地区 平成２０年３月１４日

県単独補助土地改良事業（農
道） 川東地区 平成２１年３月１３日

県単独補助土地改良事業（か
んがい排水） 中洲地区 平成２１年３月１９日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

県単独補助土地改良事業（か
んがい排水） 原中地区 平成２１年３月１９日

県単独補助土地改良事業（か
んがい排水） 藪の本地区 平成２１年３月２５日

県単独補助土地改良事業（農
道） 中北野地区 平成２１年３月２５日

県単独補助土地改良事業（か
んがい排水） 原井手下地区 平成２１年３月３０日

愛 媛 県 報平成２１年１２月４日 第２１２３号

１０５０
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愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

１ 河川の名称、河川管理施設の名称又は種類、河川管理施設の位置並びに管理を行う者の氏名及び住所

河 川 の 名 称 河川管理施設の
名称又は種類 河 川 管 理 施 設 の 位 置 管理を行う者の氏名及び住所

二級河川荷内川水系
荷内川 荷内川右岸堤防 新居浜市阿島８２８番１地先から同市阿島９００番５地先

道路管理者 新居浜市
新居浜市一宮町一丁目５番１
号

２ 管理の内容

� 道路専用施設［路面（路盤までの部分を含む。）、路肩、道路の附属物その他の専ら道路の管理上必要な施設又は工作物で、図面に

着色したものをいう。以下同じ。］の新設（道路の附属物に係るものに限る。）、改築、維持又は修繕。

� 路肩に接する法面で、当該路肩から法長１ｍまでの範囲内にあるもので図面に着色した区域内のものについての維持

� 原則として道路専用施設に係る災害復旧

３ 管理の期間

平成２１年１１月６日から道路の存続する日まで

�愛媛県告示第１４８５号
河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１７条第１項の規定により、堤防と道路との兼用工作物の管理の方法について、次のとおり協議が成立

した。

その関係図書は、愛媛県庁及び東予地方局建設部に備え置いて縦覧に供する。

平成２１年１２月４日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

１ 河川の名称、河川管理施設の名称又は種類、河川管理施設の位置並びに管理を行う者の氏名及び住所

河 川 の 名 称 河川管理施設の
名称又は種類 河 川 管 理 施 設 の 位 置 管理を行う者の氏名及び住所

二級河川荷内川水系
荷内川 荷内川右岸堤防 新居浜市阿島９８５番１地先から同市阿島乙５０番１地先

道路管理者 新居浜市
新居浜市一宮町一丁目５番１
号

２ 管理の内容

� 道路専用施設［路面（路盤までの部分を含む。）、路肩、道路の附属物その他の専ら道路の管理上必要な施設又は工作物で、図面に

着色したものをいう。以下同じ。］の新設（道路の附属物に係るものに限る。）、改築、維持又は修繕。

� 路肩に接する法面で、当該路肩から法長１ｍまでの範囲内にあるもので図面に着色した区域内のものについての維持

� 原則として道路専用施設に係る災害復旧

３ 管理の期間

平成２１年１１月６日から道路の存続する日まで

�愛媛県告示第１４８６号
河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１７条第１項の規定により、堤防と道路との兼用工作物の管理の方法について、次のとおり協議が成立

した。

その関係図書は、愛媛県庁及び東予地方局建設部に備え置いて縦覧に供する。

平成２１年１２月４日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

１ 河川の名称、河川管理施設の名称又は種類、河川管理施設の位置並びに管理を行う者の氏名及び住所

河 川 の 名 称 河川管理施設の
名称又は種類 河 川 管 理 施 設 の 位 置 管理を行う者の氏名及び住所

二級河川阿島川水系
阿島川 阿島川左岸堤防 新居浜市阿島７０２番１地先から同市阿島７０６番２地先

道路管理者 新居浜市
新居浜市一宮町一丁目５番１
号

２ 管理の内容

� 道路専用施設［路面（路盤までの部分を含む。）、路肩、道路の附属物その他の専ら道路の管理上必要な施設又は工作物で、図面に

着色したものをいう。以下同じ。］の新設（道路の附属物に係るものに限る。）、改築、維持又は修繕。

� 路肩に接する法面で、当該路肩から法長１ｍまでの範囲内にあるもので図面に着色した区域内のものについての維持

愛 媛 県 報平成２１年１２月４日 第２１２３号

１０５１
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� 原則として道路専用施設に係る災害復旧

３ 管理の期間

平成２１年１１月６日から道路の存続する日まで

�愛媛県告示第１４８７号
河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１７条第１項の規定により、堤防と道路との兼用工作物の管理の方法について、次のとおり協議が成立

した。

その関係図書は、愛媛県庁及び東予地方局建設部に備え置いて縦覧に供する。

平成２１年１２月４日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

１ 河川の名称、河川管理施設の名称又は種類、河川管理施設の位置並びに管理を行う者の氏名及び住所

河 川 の 名 称 河川管理施設の
名称又は種類 河 川 管 理 施 設 の 位 置 管理を行う者の氏名及び住所

二級河川阿島川水系
阿島川

阿島川左岸及び右岸
堤防

（左岸）
新居浜市阿島５９８番２地先から同市阿島５９８番７地先
（右岸）
新居浜市阿島乙１３６番６地先から同市阿島５９２番４地先

道路管理者 新居浜市
新居浜市一宮町一丁目５番１
号

２ 管理の内容

� 道路専用施設［路面（路盤までの部分を含む。）、路肩、道路の附属物その他の専ら道路の管理上必要な施設又は工作物で、図面に

着色したものをいう。以下同じ。］の新設（道路の附属物に係るものに限る。）、改築、維持又は修繕。

� 路肩に接する法面で、当該路肩から法長１ｍまでの範囲内にあるもので図面に着色した区域内のものについての維持

� 原則として道路専用施設に係る災害復旧

３ 管理の期間

平成２１年１１月６日から道路の存続する日まで

�愛媛県告示第１４８８号
河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１７条第１項の規定により、堤防と道路との兼用工作物の管理の方法について、次のとおり協議が成立

した。

その関係図書は、愛媛県庁及び東予地方局建設部に備え置いて縦覧に供する。

平成２１年１２月４日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

１ 河川の名称、河川管理施設の名称又は種類、河川管理施設の位置並びに管理を行う者の氏名及び住所

河 川 の 名 称 河川管理施設の
名称又は種類 河 川 管 理 施 設 の 位 置 管理を行う者の氏名及び住所

二級河川落神川水系
落神川 落神川右岸堤防 新居浜市松神子２丁目１８７番３２地先から同市松神子２丁目２７４番２地先

道路管理者 新居浜市
新居浜市一宮町一丁目５番１
号

２ 管理の内容

� 道路専用施設［路面（路盤までの部分を含む。）、路肩、道路の附属物その他の専ら道路の管理上必要な施設又は工作物で、図面に

着色したものをいう。以下同じ。］の新設（道路の附属物に係るものに限る。）、改築、維持又は修繕。

� 路肩に接する法面で、当該路肩から法長１ｍまでの範囲内にあるもので図面に着色した区域内のものについての維持

� 原則として道路専用施設に係る災害復旧

３ 管理の期間

平成２１年１１月６日から道路の存続する日まで

�愛媛県告示第１４８９号
河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１７条第１項の規定により、堤防と道路との兼用工作物の管理の方法について、次のとおり協議が成立

した。

その関係図書は、愛媛県庁及び東予地方局建設部に備え置いて縦覧に供する。

平成２１年１２月４日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

１ 河川の名称、河川管理施設の名称又は種類、河川管理施設の位置並びに管理を行う者の氏名及び住所

愛 媛 県 報平成２１年１２月４日 第２１２３号

１０５２
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�愛媛県告示第１４９３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

中島土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨の届

出があった。

平成２１年１２月４日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

就 任

河 川 の 名 称 河川管理施設の
名称又は種類 河 川 管 理 施 設 の 位 置 管理を行う者の氏名及び住所

二級河川落神川水系
落神川 落神川左岸堤防

（左岸）
新居浜市田の上２丁目３９７番８地先から同市神郷１丁目１２４２番１５地先
（左岸）
新居浜市落神町１２４５番１地先から同市落神町１２４５番１地先

道路管理者 新居浜市
新居浜市一宮町一丁目５番１
号

２ 管理の内容

� 道路専用施設［路面（路盤までの部分を含む。）、路肩、道路の附属物その他の専ら道路の管理上必要な施設又は工作物で、図面に

着色したものをいう。以下同じ。］の新設（道路の附属物に係るものに限る。）、改築、維持又は修繕。

� 路肩に接する法面で、当該路肩から法長１ｍまでの範囲内にあるもので図面に着色した区域内のものについての維持

� 原則として道路専用施設に係る災害復旧

３ 管理の期間

平成２１年１１月６日から道路の存続する日まで

�愛媛県告示第１４９０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年１２月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４９１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年１２月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４９２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年１２月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 新居浜停車場線
新居浜市坂井町２丁目甲３５８３番３から

同甲３５７０番６地先まで

旧 ６．９
２０．０～４６．８

０．１３７
０．１９１

新 ２０．０～４６．８ ０．１９１

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 新居浜停車場線
新居浜市坂井町２丁目甲３５８２番３から

同町１丁目甲５４３０番５まで
平成２１年１２月４日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 国領高木線
新居浜市坂井町２丁目甲３２９９番１から

同甲３５８２番１まで
平成２１年１２月４日

愛 媛 県 報平成２１年１２月４日 第２１２３号

１０５３
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退 任

�愛媛県告示第１４９４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年１２月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４９５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年１２月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４９６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２１年１２月４日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 清 水 邦 夫 松山市中島大浦３０６５番地

〃 山 田 義 弘 松山市中島大浦２１２４番地

〃 高 橋 治 久 松山市小浜９１２番地

〃 徳 山 年 春 松山市長師１００９番地

〃 亀 田 誠 吾 松山市宮野５３２番地

〃 寺 本 仁 志 松山市神浦１６５２番地

〃 細 川 英 隆 松山市宇和間７６６番地

〃 土 井 正 博 松山市熊田４４５番地

〃 越 智 竜 雄 松山市吉木甲４０８番地

〃 中 山 貢 松山市饒甲３０２番地

〃 山 田 元 次 松山市畑里５９３番地

〃 吉 田 司 松山市中島粟井甲８２３番地

〃 中 田 寅 夫 松山市上怒和甲５２０番地

〃 山 田 郁 夫 松山市元怒和甲１２５１番地

〃 青 山 公 夫 松山市津和地１０２２番地

〃 前 田 長 孝 松山市二神甲４０２番地

〃 中 村 久 雄 松山市睦月１３３５番地

監 事 林 英 司 松山市宮野４３６番地１

〃 土 井 要 治 松山市熊田甲６８番地

〃 高 橋 巌 松山市津和地７４８番地

〃 高 野 洋 介 松山市睦月１３９２番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 徳 山 年 春 松山市長師１００９番地

〃 雲 出 豊 松山市中島大浦１５３８番地

〃 松 村 博 信 松山市中島大浦１５９１番地

〃 城 戸 一 洋 松山市小浜１０５２番地

〃 林 英 司 松山市宮野４３６番地１

〃 寺 本 仁 志 松山市神浦１６５２番地

〃 向 井 清 昭 松山市宇和間甲８２０番地

〃 本 多 隆 行 松山市熊田甲１３０番地

〃 徳 田 藤 之 松山市吉木４１７番地

〃 糸 岡 嘉 一 松山市饒甲４２６番地

〃 舩 附 正 松山市畑里６３０番地

〃 金 子 關 也 松山市中島粟井１１８８番地

〃 中 田 寅 夫 松山市上怒和甲５２０番地

〃 山 田 郁 夫 松山市元怒和甲１２５１番地

〃 青 山 公 夫 松山市津和地１０２２番地

〃 角 谷 吉 盛 松山市二神甲４５３番地

〃 中 村 久 雄 松山市睦月１３３５番地

監 事 河 上 浩 史 松山市長師７５２番地

〃 二 神 石 文 松山市吉木６２７番地

〃 中 村 一 良 松山市元怒和甲１０９６番地

〃 杉 野 一 松山市睦月３１３番地

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３７８号
伊予市下吾川字馬塚９５８番１５地先から

同字１０５６番５まで

旧 １１．３～１４．３ ０．０６０

新 １１．３～１７．４ ０．０５５

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３７９号
伊予郡砥部町万年４７０番５から

伊予郡砥部町川登３２３２番５まで

旧 ５．３～５８．０ １．６６２

新 ５．３～５８．０
９．２～８９．１

１．６６２
１．７００

愛 媛 県 報平成２１年１２月４日 第２１２３号

１０５４
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�愛媛県告示第１４９７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

大洲市土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２１年１２月４日

愛媛県南予地方局長 高 魚 貞 利

�愛媛県告示第１４９８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年１２月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４９９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年１２月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５００号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年１２月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５０１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年１２月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２１中建管第１８７１－２号

平成２１年１１月２０日

東温市河之内字大小屋乙６２８番３１、乙６２８番３７、同市河之内字北引岩乙８１５

番４０、乙８１５番４５、乙８１５番４６、乙８２５番３、乙８２５番４３、乙８２５番４４、乙８２６

番３、乙８２６番４、乙８２６番５２、乙８２６番５４

松山市北梅本町甲１８４番地

オオノ開發株式会社

代表取締役 大 野 照 旺

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 吉田宇和島線
宇和島市大浦甲２５７３番１３から

同市大浦甲３番１９まで

旧 ５．６～１２．６ ０．２４０

新 １０．２～１７．８ ０．２４０

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 長浜中村線
大洲市長浜町沖浦丙２１８３番２から

同町沖浦丙２１８１番３地先まで

旧 ３．５～４．５ ０．０４０

新 ３．５～１２．５ ０．０４０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 吉田宇和島線
宇和島市大浦甲２５７３番１３から

同市大浦甲３番１９まで
平成２１年１２月４日

愛 媛 県 報平成２１年１２月４日 第２１２３号

１０５５



公 告

公安委員会規則

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、同

条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２１年１２月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県公安委員会規則第１２号
銃砲刀剣類所持等取締法施行細則及び愛媛県公安委員会公印規程の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２１年１２月４日

愛媛県公安委員会委員長 � 井 實

銃砲刀剣類所持等取締法施行細則及び愛媛県公安委員会公印規程の一部を改正する規則

（銃砲刀剣類所持等取締法施行細則の一部改正）

第１条 銃砲刀剣類所持等取締法施行細則（昭和５３年愛媛県公安委員会規則第６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（医師の指定）

第１条 銃砲刀剣類所持等取締法（昭和３３年法律第６号。以下「法」

という。）第４条の３第２項又は第１２条の３の診断を行う医師の指

定（以下「医師の指定」という。）は、次の表の左欄に掲げる区分

に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる医師のうちから行うものと

する。

（医師の指定）

第１条 銃砲刀剣類所持等取締法（昭和３３年法律第６号。以下「法」

という。） 第１２条の３の診断を行う医師の指

定（以下「医師の指定」という。）は、次の表の左欄に掲げる区分

に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる医師のうちから行うものと

する。

診断の対象者 医師 診断の対象者 医師

法第５条第１項第３号に規定する政令で

定める病気（銃砲刀剣類所持等取締法施

行令（昭和３３年政令第３３号。以下「令」

という。）第８条第３号 に定める病気

を除く。）にかかっている者並びに法第５

条第１項第４号及び第５号に掲げる者

省略 法第５条第１項第３号に規定する政令で

定める病気（銃砲刀剣類所持等取締法施

行令（昭和３３年政令第３３号。以下「令」

という。）第５条の２第３号に定める病気

を除く。）にかかっている者並びに法第５

条第１項第４号及び第５号に掲げる者

省略

令第８条第３号 に定める病気にかか

っている者

省略 令第５条の２第３号に定める病気にかか

っている者

省略

省略 省略

２・３ 省略

（射撃競技用けん銃、公演用銃砲刀剣類等の所持が許可される者

に対する許可の期間）

２・３ 省略

（射撃競技用けん銃、公演用銃砲刀剣類等を所持しようとする者

に対する許可の期間）

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 長浜中村線
大洲市長浜町沖浦丙２１８３番２から

同町沖浦丙２１８１番３地先まで
平成２１年１２月４日

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２１年１１月１９日 特定非営利活動法人
ＢＬＵＥ ＳＥＡ 富 永 正 一 松山市中島大浦３１４９番地８ この法人は、松山市中島の有人島６島において

漂着ごみを継続的に清掃し、環境の保全を図り、
瀬戸内海国立公園である中島の美しい海、白い
砂浜をよみがえらせ維持することを目的とする
と共に、観光産業や地域物産などの開発や支援
活動など経済の活性化を通じて地域の活性化を
図り、市民が元気で生き生きと生活する社会の
実現に寄与することを目的とする。
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第２条 令第６条第１項に規定する公安委員会が定める許可の期間

は、２年とする。

２ 令第６条第２項に規定する公安委員会が定める許可の期間は１

年以内とし、芸能の公演又は博覧会その他これに類する催しの期

間等を考慮して、愛媛県公安委員会が指定する。

（国際競技に参加する外国人に対する許可の期間）

第３条 令第２４条第１項に規定する公安委員会が定める許可の期間

は、６０日とする。

（教習資格認定証の有効期間）

第４条 令第２６条第２項 に規定する公安委員会が定める有効期

間は、３月とする。

第２条 令第４条第１項に規定する公安委員会が定める許可の期間

は、２年とする。

２ 令第４条第２項に規定する公安委員会が定める許可の期間は１

年以内とし、芸能の公演又は博覧会その他これに類する催しの期

間等を考慮して、愛媛県公安委員会が指定する。

（国際競技に参加する外国人に対する許可の期間）

第３条 令第６条第１項に規定する公安委員会が定める許可の期間

は、６０日とする。

（教習資格認定証の有効期間）

第４条 令第６条の３第２項に規定する公安委員会が定める有効期

間は、３月とする。

（愛媛県公安委員会公印規程の一部改正）

第２条 愛媛県公安委員会公印規程（昭和３６年愛媛県公安委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条関係）

１ 愛媛県公安委員会印

別表（第２条関係）

１ 愛媛県公安委員会印

項 ひな形 書体

寸法（ミリ

メートル）
管 理

責任者
用途 項 ひな形 書体

寸法（ミリ

メートル）
管 理

責任者
用途

縦 横 縦 横

１～

５

省略

１～

５

省略

６
かい

書
１０ １０

生活安全

企画課長

生活環境

課長

交通指導

課長

警察署長

１～６ 省略

７ 年少射撃

資格認定証

の作成用

８ 猟銃安全

指導委員証

の作成用

９ 省略

１０ 省略

６
かい

書
１０ １０

生活安全

企画課長

生活環境

課長

交通指導

課長

警察署長

１～６ 省略

７ 省略

８ 省略

７～

９

省略

７～

９

省略

１０
かい

書
１８ ２８

生活安全

企画課長

生活環境

課長

交通指導

課長

運転免許

課長

警察署長

１～４ 省略

５ 技能講習

通知書作成

プレス用

６ 省略

７ 年少射撃

資格認定証

作成プレス

用

８ 省略

９ 省略

１０ 省略

１１ 省略

１２ 省略

１３ 省略

１０
かい

書
１８ ２８

生活安全

企画課長

生活環境

課長

交通指導

課長

運転免許

課長

警察署長

１～４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

８ 省略

９ 省略

１０ 省略

１１ 省略
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公安委員会訓令

１１・

１２

省略

１１・

１２

省略

注 省略

２ 省略

注 省略

２ 省略

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県公安委員会訓令第５号
愛媛県公安委員会事務専決規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２１年１２月４日

愛媛県公安委員会委員長 � 井 實

愛媛県公安委員会事務専決規程の一部を改正する訓令

愛媛県公安委員会事務専決規程（昭和３７年愛媛県公安委員会訓令第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表１（第２条関係）

本部長の専決事項

別表１（第２条関係）

本部長の専決事項

法令 専決事項 法令 専決事項

省略 省略

銃砲刀剣類所持

等取締法（昭和

３３年 法 律 第 ６

号）

１～９ 省略

１０ 第１３条の規定による銃砲刀剣類、許可証

及び帳簿の検査の実施及び公示

１１ 省略

銃砲刀剣類所持

等取締法（昭和

３３年 法 律 第 ６

号）

１～９ 省略

１０ 第１３条の規定による銃砲刀剣類及び許可

証 の検査の実施及び公示

１１ 省略

省略 省略

別表２（第３条関係）

部課長の専決事項

１ 部長専決事項

�・� 省略

� 生活安全部長

別表２（第３条関係）

部課長の専決事項

１ 部長専決事項

�・� 省略

� 生活安全部長

法令 専決事項 法令 専決事項

省略 省略

銃砲刀剣類所持

等取締法

１ 第４条第１項の規定による銃砲（同項第

１号の猟銃又は空気銃、同項第４号のけん

銃又は空気けん銃、同項第５号の運動競技

用信号銃又はけん銃及び同項第５号の２の

空気銃に限る。）の所持許可

２ 第５条の３第４項（第９条の１４第３項に

おいて準用する場合を含む。）の規定による

猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会の

開催に関する事務の委託

３ 第５条の５第４項の規定による技能講習

に関する事務の委託

４ 省略

５ 省略

６ 省略

銃砲刀剣類所持

等取締法

１ 第４条第１項第１号の規定による猟銃又

は空気銃の所持許可

２ 第４条第１項第４号の規定によるけん銃

又は空気けん銃の所持許可

３ 第４条第１項第５号の規定による運動競

技用信号銃又はけん銃の所持許可

４ 第５条の３第４項

の規定による

猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会の

講習事務 の委託

５ 省略

６ 省略

７ 省略
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７ 省略

８ 省略

９ 第９条の１３第１項の規定による年少射撃

資格の認定

１０ 第９条の１３第２項の規定による年少射撃

資格認定証の交付

１１ 省略

１２ 第１０条の９第１項の規定による許可を受

けた者に対する指示

１３ 第１０条の９第２項の規定による年少射撃

資格者に対する指示

１４ 第２８条の２第１項の規定による猟銃安全

指導委員の委嘱

１５ 第２８条の２第６項の規定による猟銃安全

指導委員に対する研修の実施

１６ 第２８条の２第７項の規定による猟銃安全

指導委員の解嘱

８ 省略

９ 省略

１０ 省略

１１ 第１０条の９の規定による必要な措置を執

るべき指示

猟銃安全指導委

員規則（平成２１

年国家公安委員

会規則第１２号）

１ 第８条の規定による解嘱する理由の通知

及び弁明の機会の付与

省略 省略

�・� 省略

２ 課長専決事項

�～� 省略

� 生活環境課長

�・� 省略

２ 課長専決事項

�～� 省略

� 生活環境課長

法令 専決事項 法令 専決事項

省略 省略

銃砲刀剣類所持

等取締法

１ 第５条の３第１項の規定による講習会

（第４条第１項第１号の規定による猟銃又

は空気銃の所持の許可を受けようとする者

を対象に行う講習会（以下「初心者講習」

という。）に限る。）の開催

２ 省略

３ 第５条の３第３項（第５条の５第３項及

び第９条の１４第３項において準用する場合

を含む。）の規定による講習修了証明書の

再交付（初心者講習に限る。）

４・５ 省略

６ 第５条の４第３項において準用する第５

条の３第３項の規定による合格証明書の記

載事項の変更等の届出の受理及び書換え又

は再交付

７ 第５条の５第１項の規定による技能講習

の実施

８ 第５条の５第２項の規定による技能講習

修了証明書の交付

９ 第９条の１３第３項において準用する第７

条第２項の規定による年少射撃資格認定証

の再交付

銃砲刀剣類所持

等取締法

１ 第５条の３第１項の規定による講習会

（第４条第１項第１号の規定による猟銃又

は空気銃の所持の許可を受けようとする者

を対象に行う講習会。以下「初心者講習」

という。） の開催

２ 省略

３ 第５条の３第３項（第５条の４第３項

において準用する場合

を含む。）の規定による講習修了証明書の記

載事項の変更等の届出の受理及び書換え又

は再交付（初心者講習に限る。）

４・５ 省略

６ 第５条の４第３項において準用する第４

条の２第１項の規定による技能検定に係る

申請の受理
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１０ 第９条の１４第１項の規定による年少射撃

資格講習会の開催

１１ 第９条の１４第２項の規定による年少射撃

資格講習修了証明書の交付

１２ 省略

１３ 省略

１４ 省略

１５ 省略

１６ 省略

１７ 省略

７ 省略

８ 省略

９ 省略

１０ 省略

１１ 省略

１２ 省略

銃砲刀剣類所持

等取締法施行令

（昭和３３年政令

第３３号）

１ 第１７条第２項 の規定による講習会

（初心者講習に限る。）の日時等の公表

２ 第２０条第１項本文の規定による技能検定

の日時等

の通知

３ 第２０条第１項ただし書の規定による技能

検定の受検申請の却下

４ 第２１条第１項の規定による技能講習の日

時等の通知

５ 第２９条第１項の規定による年少射撃資格

講習会の日時等の公表

６ 第３５条第６項において準用する同条第２

項の規定による関係公安委員会への年少射

撃資格認定証の書換えの通知

銃砲刀剣類所持

等取締法施行令

（昭和３３年政令

第３３号）

１ 第５条の８第２項の規定による講習会

（初心者講習に限る。）の日時等の公表

２ 第５条の１１第１項の規定による技能検定

の日時及び場所その他技能検定に関する事

項の通知

３ 第５条の１１第１項 の規定による技能

検定の受検申請の却下

銃砲刀剣類所持

等取締法施行規

則（昭和３３年総

理府令第１６号）

１ 第１２条第２項（第４３条第２項において準

用する場合を含む。）の規定による推薦取消

し通知の受理

２ 第５４条（第６８条 において準用す

る場合を含む。）の規定による教習射撃場指

定申請書の記載事項変更届出書の受理

銃砲刀剣類所持

等取締法施行規

則（昭和３３年総

理府令第１６号）

１ 第５条第２項

の規定による推薦取消

し通知の受理

２ 第１１条の１６（第１１条の２８において準用す

る場合を含む。）の規定による教習射撃場指

定申請書の記載事項変更届出書の受理

指定射撃場の指

定に関する内閣

府令

省略 指定射撃場の指

定に関する内閣

府令

省略

猟銃安全指導委

員規則

１ 第２条第２項の規定による猟銃安全指導

委員の委嘱状況を関係者に周知させる適当

な措置

省略 省略

�～� 省略

別表３（第４条関係）

警察署長の専決事項

�～� 省略

別表３（第４条関係）

警察署長の専決事項

法令 専決事項 法令 専決事項

省略 省略

銃砲刀剣類所持

等取締法

１～４ 省略

５ 第４条第１項の規定による銃砲（同項第

１号の猟銃又は空気銃、同項第４号のけん

銃又は空気けん銃、同項第５号 の運動競

技用信号銃又はけん銃及び同項第５号の２

の空気銃を除く。）又は刀剣類の所持許可

６・７ 省略

８ 第４条の２第１項（第５条の４第３項、

第６条第３項、第７条の３第３項及び第９

銃砲刀剣類所持

等取締法

１～４ 省略

５ 第４条第１項の規定による銃砲（同項第

１号の猟銃又は空気銃、同項第４号のけん

銃又は空気けん銃及び同項第５号の運動競

技用信号銃又はけん銃

を除く。）又は刀剣類の所持許可

６・７ 省略

８ 第４条の２第１項（

第６条第３項、第７条の３第３項及び第９
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条の１０第３項において準用する場合を含

む。）の規定による許可申請書の受理

９ 第４条の３第１項（第７条の３第３項に

おいて準用する場合を含む。）の規定による

認知機能検査の実施

１０ 第４条の３第２項（第７条の３第３項に

おいて準用する場合を含む。）の規定による

受診命令及び診断書の提出命令

１１ 第４条の４第１項の規定による銃砲又は

刀剣類の確認

１２ 第４条の４第２項の規定による猟銃又は

空気銃の番号又は記号の打刻命令

１３ 第５条の３第１項の規定による講習会

（初心者講習を除く。）の開催

１４ 省略

１５ 第５条の３第３項（第９条の５第４項及

び第９条の１０第３項において準用する場合

を含む。）の規定による講習修了証明書の記

載事項の変更等の届出の受理及び書換え又

は再交付（初心者講習の場合の再交付を除

く。）

１６ 第５条の５第３項において準用する第５

条の３第３項の規定による技能講習修了証

明書の記載事項の変更等の届出の受理及び

書換え

１７ 省略

１８ 省略

１９ 省略

２０ 第７条第２項の規定による許可証の記載

事項の変更等の届出の受理及び書換え又は

再交付

２１ 第７条の３第１項の規定による猟銃又は

空気銃の所持許可の更新申請の受理

２２ 第７条の３第２項の規定による猟銃又は

空気銃の所持許可の更新

２３ 第８条第２項（第９条の１５第２項におい

て準用する場合を含む。）の規定による銃砲

又は刀剣類の所持に係る許可証の返納の受

理

２４ 省略

２５ 第８条第４項（第９条の１５第３項におい

て準用する場合を含む。）及び第５項の規定

による銃砲又は刀剣類の所持に係る許可証

の返納の受理

２６ 省略

２７ 省略

２８ 第８条第９項（第８条の２第４項、第９

条の８第５項、第９条の１２第４項、第１１条

第１１項、第１１条の２第６項、第２４条の２第

８項及び第２７条第３項において準用する場

合を含む。）の規定による仮領置した銃砲又

は刀剣類の売却又は廃棄処分

条の１０第３項において準用する場合を含

む。）の規定による許可申請書の受理

９ 第４条の３第１項の規定による銃砲又は

刀剣類の確認

１０ 第４条の３第２項の規定による猟銃又は

空気銃の番号又は記号の打刻命令

１１ 第５条の３第１項の規定による講習会の

開催（初心者講習を除く。）

１２ 省略

１３ 第５条の３第３項（第９条の５第４項及

び第９条の１０第３項において準用する場合

を含む。）の規定による講習修了証明書の記

載事項の変更等の届出の受理及び書換え又

は再交付（初心者講習 を除

く。）

１４ 省略

１５ 省略

１６ 省略

１７ 第７条第２項の規定による許可証の

書換え又は

再交付

１８ 第７条の３ の規定による猟銃又は

空気銃の所持許可の更新申請の受理及び更

新

１９ 第８条第２項

の規定による銃砲

又は刀剣類の所持に係る許可証の返納の受

理

２０ 省略

２１ 第８条第４項

及び第５項の規定

による銃砲又は刀剣類の所持に係る許可証

の返納の受理

２２ 省略

２３ 省略

２４ 第８条第９項（第８条の２第４項、第９

条の８第５項、第９条の１２第４項、第１１条

第１０項、第１１条の２第６項、第２４条の２第

８項及び第２７条第３項において準用する場

合を含む。）の規定による仮領置した銃砲又

は刀剣類の売却又は廃棄処分
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２９ 第８条第１０項（第８条の２第４項、第９

条の８第５項、第９条の１２第４項、第１１条

第１１項、第１１条の２第６項、第２４条の２第

８項及び第２７条第３項において準用する場

合を含む。）の規定による仮領置した銃砲又

は刀剣類の売却代金の交付

３０ 省略

３１ 省略

３２ 省略

３３ 省略

３４ 省略

３５ 省略

３６ 省略

３７ 省略

３８ 省略

３９ 省略

４０ 省略

４１ 省略

４２ 省略

４３ 第９条の１３第１項の規定による年少射撃

資格認定申請書の受理

４４ 第９条の１３第３項において準用する第７

条第２項の規定による年少射撃資格認定証

の記載事項の変更等の届出の受理及び書換

え

４５ 第９条の１４第３項において準用する第５

条の３第３項の規定による年少射撃資格講

習修了証明書の記載事項の変更等の届出の

受理及び書換え

４６ 第１０条の６第１項の規定による銃砲及び

実包等の保管状況についての報告の要求及

び報告の受理

４７ 第１０条の６第２項の規定による猟銃又は

実包の保管場所への立入検査の実施

４８ 省略

４９ 省略

５０ 第１１条第７項の規定による銃砲又は刀剣

類の提出命令及び仮領置

５１ 第１１条第８項の規定による銃砲又は刀剣

類の提出命令及び仮領置

５２ 第１１条第９項の規定による仮領置した銃

砲又は刀剣類の返還申請の受理及び返還

５３ 第１１条第１０項の規定による仮領置した銃

砲又は刀剣類の返還

５４ 省略

５５ 省略

５６ 省略

５７ 省略

５８ 省略

５９ 省略

６０ 省略

６１ 省略

６２ 省略

２５ 第８条第１０項（第８条の２第４項、第９

条の８第５項、第９条の１２第４項、第１１条

第１０項、第１１条の２第６項、第２４条の２第

８項及び第２７条第３項において準用する場

合を含む。）の規定による仮領置した銃砲又

は刀剣類の売却代金の交付

２６ 省略

２７ 省略

２８ 省略

２９ 省略

３０ 省略

３１ 省略

３２ 省略

３３ 省略

３４ 省略

３５ 省略

３６ 省略

３７ 省略

３８ 省略

３９ 第１０条の６第１項の規定による銃砲

の保管状況についての報告の要求及

び報告の受理

４０ 第１０条の６第２項の規定による猟銃

の保管場所への立入検査の実施

４１ 省略

４２ 省略

４３ 第１１条第６項の規定による銃砲又は刀剣

類の提出命令及び仮領置

４４ 第１１条第７項の規定による銃砲又は刀剣

類の提出命令及び仮領置

４５ 第１１条第８項の規定による仮領置した銃

砲又は刀剣類の返還申請の受理及び返還

４６ 第１１条第９項の規定による仮領置した銃

砲又は刀剣類の返還

４７ 省略

４８ 省略

４９ 省略

５０ 省略

５１ 省略

５２ 省略

５３ 省略

５４ 省略

５５ 省略
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６３ 省略

６４ 省略

６５ 省略

６６ 省略

６７ 省略

６８ 省略

６９ 省略

７０ 省略

７１ 省略

７２ 第２８条の２第３項の規定による猟銃安全

指導委員に対する情報の提供

７３ 省略

７４ 省略

５６ 省略

５７ 省略

５８ 省略

５９ 省略

６０ 省略

６１ 省略

６２ 省略

６３ 省略

６４ 省略

６５ 省略

６６ 省略

銃砲刀剣類所持

等取締法施行令

１ 第１７条第２項 の規定による講習会

（初心者講習を除く。）の日時

等の公表

２ 第２４条第２項の規定による銃砲又は刀剣

類の所持許可の期間の延長

３ 第３５条第１項 の規定による関係公安

委員会への確認の通知

４ 第３５条第２項 の規定による関係公安

委員会への許可証の書換えの通知

５ 第３５条第３項 の規定による関係公安

委員会への国際競技に参加する外国人の銃

砲刀剣類の所持許可証の書換え等申請の受

理の通知

６ 第３５条第４項 の規定による関係公安

委員会への国際競技に参加する外国人の銃

砲刀剣類の所持許可証の返納の受理の通知

７ 第３５条第５項 の規定による関係公安

委員会への猟銃等販売事業者等から所持許

可証の返納の受理の通知

銃砲刀剣類所持

等取締法施行令

１ 第５条の８第２項の規定による講習会の

日時等の公表（初心者講習を除く。）

２ 第６条第２項の規定による銃砲又は刀剣

類の所持許可の期間の延長

３ 第７条の３第１項の規定による関係公安

委員会への確認の通知

４ 第７条の３第２項の規定による関係公安

委員会への許可証の書換えの通知

５ 第７条の３第３項の規定による関係公安

委員会への国際競技に参加する外国人の銃

砲刀剣類の所持許可証の書換え等申請の受

理の通知

６ 第７条の３第４項の規定による関係公安

委員会への国際競技に参加する外国人の銃

砲刀剣類の所持許可証の返納の受理の通知

７ 第７条の３第５項の規定による関係公安

委員会への猟銃等販売事業者等から所持許

可証の返納の受理の通知

銃砲刀剣類所持

等取締法施行規

則

１ 第４条第２項の規定による届出書の記載

事項変更届の受理

２ 第４条第３項の規定による届出書の交付

３ 第４条第４項の規定による事業廃止届の

受理

４ 第５条第２項 の規定による人命救助

等に従事する者届出済証明書の交付

５ 第６条第２項の規定による使用人届出済

証明書の交付

６ 第６条第３項（第５条第３項 におい

て準用する場合を含む。）の規定による使用

人の解雇等又は使用人届出書の記載事項の

変更届の受理

７ 第６条第５項（第５条第３項 におい

て準用する場合を含む。）の規定による使用

人届出済証明書の紛失等の届出の受理

８ 第２０条 の規定による猟銃等講習受講

申込書の受理

９ 第２２条（第２５条、第２９条、第５６条、第７０

条及び第８３条 において準用する場合を

銃砲刀剣類所持

等取締法施行規

則

１ 第２条第２項の規定による届出書の記載

事項変更届の受理

２ 第２条第３項の規定による届出書の交付

３ 第２条第４項の規定による事業廃止届の

受理

４ 第２条の２第２項の規定による人命救助

等に従事する者届出済証明書の交付

５ 第３条第２項の規定による使用人届出済

証明書の交付

６ 第３条第３項（第２条の２第３項におい

て準用する場合を含む。）の規定による使用

人の解雇等又は使用人届出書の記載事項の

変更届の受理

７ 第３条第５項（第２条の２第３項におい

て準用する場合を含む。）の規定による使用

人届出済証明書の紛失等の届出の受理

８ 第６条の４の規定による猟銃等講習受講

申込書の受理

９ 第６条の６（第６条の９、第１１条の１７の

２及び第１１条の３０において準用する場合を
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雑 報

含む。）の規定による講習修了証明書再交付

等申請書の受理

１０ 第２６条の規定による技能講習受講申込書

の受理

１１ 第３０条の規定による許可期間延長申請書

の受理

１２ 第３３条第１項（第７９条において準用する

場合を含む。）の規定による銃砲刀剣類所持

許可証書換申請書の受理

１３ 第３４条の規定による銃砲刀剣類所持許可

証再交付申請書の受理

１４ 第５８条第２項（第７２条 において

準用する場合を含む。）の規定による教習用

備付け銃に係る届出書の交付

１５ 第８０条の規定による年少射撃資格認定証

再交付申請書の受理

１６ 第８１条の規定による年少射撃資格講習受

講申込書の受理

１７ 第９１条第２項の規定による猟銃等保管業

届出書の 記載事項変更届の受理

１８ 第９１条第３項の規定による届出書の交付

１９ 第９１条第４項の規定による猟銃等保管業

廃止届出書の受理

２０ 第１０１条第２項 の規定による準空気銃

製造等届出書の記載事項変更届の受理

２１ 第１０１条第３項 の規定による届出書の

交付

２２ 第１０１条第４項 の規定による事業廃止

届の受理

２３ 第１０３条第３項（第１０４条第２項 に

おいて準用する場合を含む。）の規定による

模造けん銃製造等届出書の記載事項変更届

の受理

２４ 第１０３条第４項（第１０４条第２項 に

おいて準用する場合を含む。）の規定による

届出書の交付

２５ 第１０３条第５項（第１０４条第２項 に

おいて準用する場合を含む。）の規定による

事業廃止届の受理

２６ 第１１７条の規定による台帳への登載及び

整理

含む。）の規定による講習修了証明書再交付

等申請書の受理

１０ 第７条の規定による許可期間延長申請書

の受理

１１ 第９条の規定による許可証の亡失等又は

記載事項の変更の届出の受理

１２ 第１０条第１項

の規定による銃砲刀剣類所持

許可証書換申請書の受理

１３ 第１１条の規定による銃砲刀剣類所持許可

証再交付申請書の受理

１４ 第１１条の１９第２項（第１１条の３２において

準用する場合を含む。）の規定による教習用

備付け銃に係る届出書の交付

１５ 第１４条第２項の規定による猟銃等保管業

届出書に係る記載事項変更届の受理

１６ 第１４条第３項の規定による届出書の交付

１７ 第１４条第４項の規定による猟銃等保管業

廃止届出書の受理

１８ 第１６条の４第２項の規定による準空気銃

製造等届出書の記載事項変更届の受理

１９ 第１６条の４第３項の規定による届出書の

交付

２０ 第１６条の４第４項の規定による事業廃止

届の受理

２１ 第１７条の２第３項（第１７条の３第２項に

おいて準用する場合を含む。）の規定による

模造けん銃製造等届出書の記載事項変更届

の受理

２２ 第１７条の２第４項（第１７条の３第２項に

おいて準用する場合を含む。）の規定による

届出書の交付

２３ 第１７条の２第５項（第１７条の３第２項に

おいて準用する場合を含む。）の規定による

事業廃止届の受理

２４ 第２８条 の規定による台帳への登載及び

整理

省略 省略

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�裁決手続開始の決定の公告
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４５条の２の規定により、平成２１年１１月２５日次のとおり裁決手続開始の決定をしたので公告する。
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平成２１年１２月４日

愛媛県収用委員会

会長 矢 野 隆 三

１ 起業者の名称

愛媛県

２ 事業の種類

一般国道１９７号改築工事（名坂道路・愛媛県八幡浜市大平地内）及びこれに伴う市道付替工事

３ 収用及び使用の裁決手続の開始を決定した不動産の表示等

収用使用

の区分

不 動 産 （ 土 地 ） の 表 示 等
土 地 所 有 者

住 所 氏 名

所 有 権 以 外 の

権 利 の 表 示 関 係 人

住 所 氏 名所 在 地 番
地 目 面 積

公 簿 現 況 公 簿
��

実 測
��

収用及び使用しよう
とする土地の実測��

受付年月日
受 付 番 号 種 類

収 用

愛媛県八
幡浜市大
平

１番耕地
３６６番１ 宅地 宅地 ２２６．９４ ２２６．９４ ２２６．９４

愛媛県八幡浜市大平１番耕地７３
２番地（ただし、住民票の住所
愛媛県八幡浜市大平１番耕地

３７５番地１）
窪田修三

─── ─── ──────

愛媛県八
幡浜市大
平

１番耕地
３６６番３ 山林 宅地

見込地 １９９ １９９．１０ １９９．１０

愛媛県八幡浜市大平１番耕地７３
２番地（ただし、住民票の住所
愛媛県八幡浜市大平１番耕地

３７５番地１）
窪田修三

─── ─── ──────

愛媛県八
幡浜市大
平

１番耕地
３６８番１ 宅地 宅地 １３７．５４ １３７．５４ １３７．５４ 別記のとおり ─── ─── ──────

愛媛県八
幡浜市大
平

１番耕地
３９１番 畑 宅地

見込地 ２２６ ２２６．４９ ２０４．５２ 別記のとおり ─── ─── ──────

愛媛県八
幡浜市大
平

１番耕地
３９２番１ 山林 宅地

見込地 １５１ １５１．７９ ５６．２９ 別記のとおり ─── ─── ──────

愛媛県八
幡浜市大
平

１番耕地
３９３番 畑 宅地

見込地 １２０２ １２０２．６３ １１０４．０７ 別記のとおり ─── ─── ──────

愛媛県八
幡浜市大
平

１番耕地
７３１番 畑 宅地

見込地 ２７５ ２７５．９７ ２４６．７４ 別記のとおり ─── ─── ──────

愛媛県八
幡浜市大
平

１番耕地
７３２番 宅地 宅地 ５８３．５２ ５８３．５３ ２９９．３５

愛媛県八幡浜市大平１番耕地７３
２番地

窪田 �
─── 使 用

貸借権

愛媛県八幡浜市
大平１番耕地７３
２番地

窪田弘代

使 用

愛媛県八
幡浜市大
平

１番耕地
３９１番 畑 宅地

見込地 ２２６ ２２６．４９ ７．７７ 別記のとおり ─── ─── ──────

愛媛県八
幡浜市大
平

１番耕地
３９２番１ 山林 宅地

見込地 １５１ １５１．７９ １６．７８ 別記のとおり ─── ─── ──────

愛媛県八
幡浜市大
平

１番耕地
３９３番 畑 宅地

見込地 １２０２ １２０２．６３ １２．２６ 別記のとおり ─── ─── ──────

愛媛県八
幡浜市大
平

１番耕地
７３２番 宅地 宅地 ５８３．５２ ５８３．５３ ４２．５８

愛媛県八幡浜市大平１番耕地７３
２番地

窪田 �
─── 使 用

貸借権

愛媛県八幡浜市
大平１番耕地７３
２番地

窪田弘代

（別記）

不明

ただし、登記名義人亡窪田倉雄相続人

愛媛県八幡浜市大平１番耕地７３２番地

窪田 �
愛媛県八幡浜市向灘２２９番地３９

加藤 滿余

京都府長岡京市開田３丁目６番１０号

清塚 敬子

愛媛県八幡浜市大平１番耕地７３２番地

窪田 弘代

京都府京都市西京区桂乾町４８番地の１

横山 一二三

愛媛県八幡浜市大平１番耕地７３２番地

愛 媛 県 報平成２１年１２月４日 第２１２３号
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（ただし、住民票の住所 愛媛県八幡浜市大平１番耕地３７５番地１）

窪田 修三

神奈川県川崎市麻生区下麻生１丁目７番２７－１０４号

砂田 倉子

東京都国立市中１丁目７番地の７６

窪田 泰

のうち、全員又は一部の者（各人の持分不明）

�裁決手続開始の決定の公告
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４５条の２の規定により、平成２１年１１月２５日次のとおり裁決手続開始の決定をしたので公告する。

平成２１年１２月４日

愛媛県収用委員会

会長 矢 野 隆 三

１ 起業者の名称

愛媛県

２ 事業の種類

一般国道１９７号改築工事（名坂道路・愛媛県八幡浜市大平地内）及びこれに伴う市道付替工事

３ 収用及び使用の裁決手続の開始を決定した不動産の表示等

収用使用

の区分

不 動 産 （ 土 地 ） の 表 示 等
土 地 所 有 者

住 所 氏 名

所 有 権 以 外 の

権 利 の 表 示 関 係 人

住 所 氏 名所 在 地 番
地 目 面 積

公 簿 現 況 公 簿
��

実 測
��

収用及び使用しよう
とする土地の実測��

受付年月日
受 付 番 号 種 類

収用

愛媛県八
幡浜市大
平

１番耕地
３６７番１ 宅地 宅地 １８７．５８ １６８．４８ １１４．９２

東京都大田区田園調布本町１１番
２０号

�崎香代（持分２分の１）
東京都大田区田園調布本町１１番
２０号

�崎 源（持分２分の１）

─── ─── ──────

愛媛県八
幡浜市大
平

１番耕地
３６５番 山林 宅地

見込地 ８５ ２６９．６６ １３７．１４ 別記のとおり ─── ─── ──────

愛媛県八
幡浜市大
平

不明
ただし
１番耕地
３６７番１
又は
１番耕地
３６５番

宅地
又は
山林

宅地
見込地

１８７．５８
又は
８５

２０．５９ １６．２４

不明
ただし、
東京都大田区田園調布本町１１番
２０号

�崎香代（持分２分の１）
東京都大田区田園調布本町１１番
２０号

�崎 源（持分２分の１）
又は
別記のとおり

─── ─── ──────

使用

愛媛県八
幡浜市大
平

１番耕地
３６７番１ 宅地 宅地 １８７．５８ １６８．４８ ３．４５

東京都大田区田園調布本町１１番
２０号

�崎香代（持分２分の１）
東京都大田区田園調布本町１１番
２０号

�崎 源（持分２分の１）

─── ─── ──────

愛媛県八
幡浜市大
平

１番耕地
３６５番 山林 宅地

見込地 ８５ ２６９．６６ １８．４６ 別記のとおり ─── ─── ──────

愛媛県八
幡浜市大
平

不明
ただし
１番耕地
３６７番１
又は
１番耕地
３６５番

宅地
又は
山林

宅地
見込地

１８７．５８
又は
８５

２０．５９ ０．３４

不明
ただし、
東京都大田区田園調布本町１１番
２０号

�崎香代（持分２分の１）
東京都大田区田園調布本町１１番
２０号

�崎 源（持分２分の１）
又は
別記のとおり

─── ─── ──────

（別記）

不明

ただし、登記名義人亡窪田倉雄相続人

愛媛県八幡浜市大平１番耕地７３２番地

窪田 �
愛媛県八幡浜市向灘２２９番地３９

加藤 滿余

京都府長岡京市開田３丁目６番１０号

清塚 敬子

愛媛県八幡浜市大平１番耕地７３２番地

愛 媛 県 報平成２１年１２月４日 第２１２３号
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窪田 弘代

京都府京都市西京区桂乾町４８番地の１

横山 一二三

愛媛県八幡浜市大平１番耕地７３２番地

（ただし、住民票の住所 愛媛県八幡浜市大平１番耕地３７５番地１）

窪田 修三

神奈川県川崎市麻生区下麻生１丁目７番２７－１０４号

砂田 倉子

東京都国立市中１丁目７番地の７６

窪田 泰

のうち、全員又は一部の者（各人の持分不明）

�裁決手続開始の決定の公告
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４５条の２の規定により、平成２１年１１月２５日次のとおり裁決手続開始の決定をしたので公告する。

平成２１年１２月４日

愛媛県収用委員会

会長 矢 野 隆 三

１ 起業者の名称

愛媛県

２ 事業の種類

一般国道１９７号改築工事（名坂道路・愛媛県八幡浜市大平地内）及びこれに伴う市道付替工事

３ 収用及び使用の裁決手続の開始を決定した不動産の表示等

収用使用

の区分

不 動 産 （ 土 地 ） の 表 示 等
土 地 所 有 者

住 所 氏 名

所 有 権 以 外 の

権 利 の 表 示 関 係 人

住 所 氏 名所 在 地 番
地 目 面 積

公 簿 現 況 公 簿
��

実 測
��

収用及び使用しよう
とする土地の実測��

受付年月日
受 付 番 号 種 類

収用

愛媛県八
幡浜市大
平

１番耕地
３６２番 墓地 墓地 １７７ １７７．７２ １６．３１

愛媛県八幡浜市大平１
番耕地６３１番地

安部淳雄
─── ─── ──────

愛媛県八
幡浜市大
平

１番耕地
３７５番１ 宅地 宅地 ２０６．３６ ２０６．３５ ２０６．３５

愛媛県八幡浜市大平１
番耕地６３１番地

安部淳雄

─── 借地権

愛媛県八幡浜市大平１
番耕地７３２番地
（ただし、住民票の住
所 愛媛県八幡浜市大
平１番耕地３７５番地１）

窪田修三

─── 使 用
貸借権

兵庫県加古郡稲美町北
山２０８番地

株式会社関西広
告社
代表取締役
遠藤隆司

使用
愛媛県八
幡浜市大
平

１番耕地
３６２番 墓地 墓地 １７７ １７７．７２ ７．５１

愛媛県八幡浜市大平１
番耕地６３１番地

安部淳雄
─── ─── ──────

平成２１年１２月４日 発行
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